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令和８年度予算の編成状況（新規事業）についての意見と意見に対する市の考え方 

 

・実施期間：令和７年１２月１０日から令和８年１月９日まで 

・意見提出者数・意見総数：１名、３件 

整理 

番号 
提出された意見 意見に対する市の考え方 

１ 

１ 業務委託料について 

項目の多くに「業務委託料」があります。何故、委託しな

いとならないのか。職員が多くいるのに、業務遂行能力に欠

けるといったことから委託せざるを得ないのか、専門業者か

らの圧が強く契約せざるを得ないといったことなのか理由

がよくわかりません。アドバイザー、マネジメントといった

ことのために委託しなければならないというのも意味不明

ですし、職員の能力欠如としたらモチベーション低下としか

思えてなりません。執行部の能力の欠如から来る出来事なの

でしょうか。 

金額の多さもあって、仮に自力で業務が可能なら、どれほ

ど、「財政危機」といった事態に貢献できるのかもしれず、

余計に感じることです。節約から言えば、何社から見積もり

を取ったものなのかも気になるところです。 

新規事業するのなら、職員のスキルアップ事業として「委

託に頼らないための研修」等に費用をかける等があっても良

いのではと考えます。世間では「AI での業務全盛の時代に

なっている」というのなら、委託せずとも AIで解決出来る

のではないでしょうか。 

 

業務委託は、工事設計やシステム導入など高度な専門知識が必

要な業務や業務量などの面から、市職員だけでは対応が難しい業

務の効率化を図ることを目的として行っています。アドバイザー

の委託についても、専門的な知見や客観的な視点を取り入れるた

めに必要な措置として実施しています。 

委託金額については、原則として入札により委託業者を決定し

ており、価格競争によりコスト低減が図られています。また、地

方自治法によって随意契約を行う場合がありますが、可能な限り

複数業者から見積を徴取するなどしてコスト低減に努めていま

す。 

AI の活用については、現在、人工知能（AI）対話システムを

導入し業務効率化に取り組んでいます。今後も先端技術の活用を

検討し、業務の効率化と財政健全化の両立を目指していきます。 
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２ 

２ 新規なのか 

掲載されている事業には新規と言え、多年度契約にかかる

事業支出なのではといった数字も多くあります。7億、8億

円といった支出が並んでいます。どの項目も評価 A として

いますが、支出減とはできないことでしょうか。 

掲載されている事業は、市の総合計画に紐づく実施計画で採択

した事業となりますが、厳しい財政状況の中、令和８年度当初予

算編成においては、例年以上に厳しい査定を行いました。複数年

度にわたる事業についても、事業の中止や延期も視野に入れ評価

を行ったうえで、市民の皆様の安全と安心を確保するための整備

や公共施設の老朽化対策など、先送りすることの出来ない事業を

採択しています。 

今後も事業の必要性や緊急性、費用対効果を継続的に検証し、

支出の削減や事業の見直しに努めていきます。 

 

３ 

３ 新規事業のコメントが求められていますが、「中止、延

期、廃止等の事業」一覧を示していただき、市民のコメント

を求める機会があっても良いのではないでしょうか。福祉手

当条例の改正といった施策の一部への支給停止措置が進め

られようとしています。他にも「市民負担増」や「支給減」

などの施策があるのでしょうか。 

特別会計などでは、すでに議会を経た上下水道料金や議員

定数削減、駐輪場使用料の値上げがあり、今後、国保税、後

期医療保険料に介護保険料、住民税や固定資産税等の負担に

ついてなど市民は負担増があるのか注目していますので３

月議会前の早くに考えを表明すべきです。 

既存の事業の中止・延期・廃止については、条例改正が必要な

場合には各条例改正案に対してパブリックコメント等で皆様の

ご意見を募集しています。今後も市民の皆様の声を反映する機会

を積極的に設けていきたいと考えていますので、ご関心のある事

業についてはぜひご意見をお寄せいただければ幸いです。 

また、各税や料などにつきましては、市民の皆様に正確な情報

をお伝えするため、内容が十分に確認できてから公開していま

す。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

なお、以下のとおり情報を公開していますので、ご参照いただ

ければと存じます。 

 

【国民健康保険税】 

例年１月に開催される「我孫子市国民健康保険運営協議会」に

て保険税率改定に係る協議を行い、その議事録を市ホームページ

で公開しています。 

 

【後期高齢者医療制度】 

法律に基づき、２年に１度保険料率の見直しが行われており、

令和８・９年度の保険料率については、令和８年３月に発行され

る「ちば広域連合だより」（千葉県後期高齢者医療広域連合のホ
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ームページに掲載されるほか、市の各行政サービスセンターや高

齢者なんでも相談室等に配架）にて公表します。 

 

【介護保険料】 

３年ごとに策定する介護保険事業計画の中で保険料の見通し

を示しており、市ホームページに掲載しています。 

 

【各種市税】 

国の税制改正（１２月末に閣議決定、３月末に法案可決・成立）

の方針を主な根拠とし、翌年度の方針を決定しています。 

 

今後も市民生活に影響する施策や負担に関しては適切な情報

発信と意見聴取に努めていきますので、ご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 


